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貴社「通知書」に対するご連絡 

 

 

２０１１年８月８日付「申入書兼消費者契約法４１条１項に基づく事前通知

書」に対して、８月１２日付で貴社「通知書」を受領いたしました。 

 

通知書によると「貴殿よりの質問事項については現在既に変更されておりま

す」と回答されている点について、貴社にお伺いして確認することはやぶさかで

ありませんが、２００９年６月２５日付「再お問い合わせ」及び２０１０年１０

月２６日付「申入書」に関する点についても修正されたか否かを事前に確認させ

ていただきたいので、改訂された最新の契約書を２０１１年９月８日までにご送

付いただきますようお願いいたします。 

 

なお、資料として上記「再お問い合わせ」及び「申入書」を同封しておきます。 

 

 

以上 


